
第３次枚方市健康増進計画及び第２次枚方市歯科口腔保健計画の 

目標設定について（案） 

 

【 基本的考え方 】 

目標（値）設定については、以下の考え方に基づくことを基本とします。 

 

（１）健康日本２１（第三次）等の国が策定した計画で同一の指標が設定されている場合は、 

原則として、国の目標（値）を採用します。 

ただし、当該指標の現状値が既に国の目標値に達している場合については、更に良い 

状況をめざせるよう（４）のとおり目標を設定することとします。 

 

（２）第２次健康増進計画等の既存の市計画で同一の指標が設定されている場合は、 

原則として、既存の計画の目標（値）を採用します。 

ただし、当該指標の現状値が既に既存の計画の目標値に達している場合については、 

更に良い状況をめざせるよう（４）のとおり目標を設定することとします。 

 

（３）国や市が策定した既存の計画に同一の指標が設定されていない場合は、（４）のとおり 

目標を設定することとします。 

 

（４）国際的に使用されている「現状値の 10%増加値または 10％減少値」または市計画の過去の 

実績値で設定します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

＜ 目標設定時に留意すべき５項目（ＳМＡＲＴ） ＞ 

１．具体的であること（Specific） 

２．測定できること（Measurable） 

３．達成可能であること（Achievable） 

４．関連性があること（Relevant） 

５．達成期限があること（Time-related） 

資料７ 


